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１ 環境管理に伴う調査・測定・化学分析        

２ ダイオキシン類に係る濃度計量証明 

３ ビル管理に伴う水質検査･空気環境測定   

４ 水道法第 20 条に基づく水質検査 

５ 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査 

６ 労働衛生管理に伴う作業環境測定 

７ トータルサニテーション管理 

８ 委託試験・研究・開発 

  

 肥料取締法に基づき、独立行政法人飼肥料検査所が、４月１６日に石川県の鹿西町中部浄化センタ

ーに対して立ち入り検査を実施した。収去した下水汚泥肥料（名称：グリーンエース）から国の許容基準

（２ppm）の４０倍強に当たる８７ppm の水銀を検出したと発表した。 

 同省の肥料抜き打ち検査で判明し、汚泥肥料から基準を超える水銀を検出したのは初めてです。 

この結果を踏まえ、検査所は鹿西町中部浄化センターに対して、下水汚泥肥料の出荷停止及び出荷

されたものの回収を要請したところです。 

なお、鹿西町中部浄化センターに対して、この結果の原因を究明するとともに、下水汚泥肥料が施

用された地域の土壌を調査することを要請した。 

 

資料： 2003 年 5月 22 日付 化学工業日報 

 元素分析課 市川 雅俊 
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